第２章　定款変更認可申請の書類作成上の留意点

１ 全般
(1)　書類の作成方法
ア　申請書類は正本1部、副本2部（計3部）作成し、主たる事務所所在地を所管する保健所に提出する。
イ　設立代表者・社員・役員等の押印は、全て印鑑登録してある個人の実印を使用する。
ウ　申請書の日付は、保健所への提出日を必ず記入する。
(2)　用紙はA4判に統一し、横書き左綴じとする。証明書類がA4判より小さい場合は、A4判の台紙に貼りつける（A3の場合は三つ折りにしても可）。
(3)　各様式の作成例をよく確認した上で作成する。また、各様式の注意書きは削除した上で作成することが望ましい。
(4)　不動産全部事項証明書（不動産登記簿謄本）や印鑑登録証明書等、各種証明書は、正本には必ず原本を添付する。
（副本に写しを添付する場合は、「添付書類の原本証明」に当該書類名を記載する。）
(5)　契約書等、原本を添付できないものは、「添付書類の原本証明」に当該書類名を記載した上で、写しを添付する。
(6)　行政書士でない者が、官公署に提出する書類及び電磁的記録の作業を業として行うことは禁じられている。

２ 変更事項に関する諸注意
(1) 名称の変更
法人名称は医療整備課に、医療施設（附帯事業所）名称は開設地を所管する保健所（福祉事務所等）に、当該名称を使用することの適否について事前に確認をとること。
(2) 医療施設の新規開設・移転
施設の構造等について、開設地を所管する保健所の事前確認を受けておくこと。
(3) 事務所及び医療施設（附帯事業所）の所在地の表記
ア　住居表示とすること。（不動産登記上の地番とは異なる場合があるので注意）
イ　表記は省略しないこと。（例：「高砂三丁目１５番１号」○、「高砂３－１５－１」×）
（「丁目」の前に入る数字は漢数字とし、「番」「号」等の前の数字は算用数字とすること）
ウ　所在地がビル内である場合、ビル名、階数（または室番号）まで記載すること。
エ　主たる事務所が病院や診療所と切り離されて独立して存在する場合には、使用用途について説明を求める場合があるため、概要などを準備しておくこと。
なお、届出において主たる事務所としての要件に該当しない場合は、行政指導の対象となるため、要件について今一度確認すること。
【確認事項例】
・主たる事務所の要件　診療所や病院と敷地が一体化している。
・診療所や病院と分離されている場合は、マンションの一室ではなく、オフィス機能があることを確認。
(4) 役員定数の変更
役員定数に幅を持たせる場合は、上限は下限の２倍以内を目安とすること。
(5) 附帯事業所の新規開設
当該事業所で実施する事業は、医療法人が行える附帯業務（医療法第４２条に規定する業務）に該当していること。

３ 定款（寄附行為）変更認可申請書
(1) 日付は、主たる事務所を所管する保健所に申請書を提出する日を必ず記入すること。
(2) 申請者の「所在地」及び「名称」は、定款（法人登記簿謄本）上の記載と同じにすること。移転により所在地を変更する場合は、変更前のものを記入すること。ただし、市町村合併及び区画整理等による住居表示変更の場合は、所在地は変更後のものを記入すること。
(3) 「変更しようとする定款（寄附行為）の条項」には、条文番号（特定の項のみの変更の場合は項番号も）のみを記入すること。（例：「第４条」「第１７条第１項」）
(4) 「変更事由」には、変更しようとする事由を簡潔に記入すること。（例：「診療所の新規開設」「役員定数の変更」等）

４ 新旧条文対照表
 旧条文は、添付する変更前の定款（寄附行為）の記載と句読点も含め完全に一致させること。

５ 変更前の定款（寄附行為）
　過去に定款変更をしている場合は、それらの変更認可内容に応じた定款の変更が適正になされていること。

６ 社員総会（理事会、評議員会）議事録
(1) 定款（寄附行為）の規定に従い、社団は社員総会、財団は理事会（及び評議員会）の承認を得たうえ、その議事録を添付すること。
(2) 社員総会は「社員」、理事会は「理事」、評議員会は「評議員」の職にある者に出席と議決権が与えられているものであるから、役職が重複する者であっても混同しないよう、議事録の記載には注意すること。
(3) 必要事項の議決漏れはないか、注意すること。（例：診療所の新規開設（移転）の場合は、「定款の一部変更承認の件」以外に、次の事項も必ず議決を経ること。「管理者（及び理事）選任の件」「事業計画及び予算の変更設定の件」)
(4) 議決につき反対意見はないか。（反対意見があった場合は、その旨の記載が必要）
(5) 理事との取引き（不動産の賃貸借契約等）を行う場合は、理事会において重要な事実を開示し、その承認を受けること。
(6) 社員や理事が法人に対して、上記賃貸借契約を締結するなどの特別な利害関係がある場合は、対象者の社員や理事は議事に参加できても議決には参加できない。
(7) 社員総会や理事会で議事録署名人を指名すれば、対象者全員の記名、押印がなくても議事録署名人の記名、押印のみで可。

７ 財産目録・残高試算表
(1) 財産目録は直近の決算期末のものを添付すること。
(2) 残高試算表は、事前審査提出時から3か月以内のものが好ましいが、法人の状況を鑑みて最新の試算表を添付すること。

８ 開設しようとする医療施設（附帯事業所）の概要
(1) 名称、所在地、建物の構造、面積については定款、登記簿謄本等と照合すること。
(2) 従事者について
ア　病院は、医療従事者の法定定員（医療法施行規則第１９条）が確保されていること。
イ　非常勤は常勤換算後の人数を記載すること（常勤職員の１週間の勤務時間を１人として計算すること。）。
ウ　予算書の職員給与費内訳書との整合をとること。
(3) 名称の変更及び移転等による住所の変更の場合は、該当する各項目を２段書きにして記載すること。

９ 施設の案内図
　　医療施設周辺の地図で、最寄駅、主要道路、目標物を含む範囲とすること。（道路地図、住宅地図のコピーに医療施設をマーキングしたもので可）

１０ 施設の配置図
(1) 敷地と建物の位置関係を示した図面を添付すること。
(2) 敷地が複数の筆にまたがる場合は、公図の写しも添付すること。（公図の該当する土地をマーカーで囲む。）

１１ 施設の平面図
(1) 建物内部の図面で、構造、出入口、用途などがわかるものであること。
(2) 一戸建てで理事長等の自宅が併設されている場合は、医療施設部分と自宅部分を朱線等で明確に区分すること。
(3) 開設しようとする医療施設（附帯事業所）の概要の面積の内訳と一致するように、各部屋名と面積を書き込むこと。

１２ 不動産全部事項証明書
(1) 医療施設（附帯事業所）の土地（敷地すべて）及び建物について添付すること。
(2) 雑居ビル等の一室で開設する場合は、土地は添付省略可。
(3) 事前審査申請日の３か月以内かつ本申請時に６か月以内のものであること。

１３ 建築基準法第６条に規定する建築確認済証
　当該建物が新築のため申請時に未登記の場合には、建物全部事項証明書に代わるものとして、建築確認済証の写しを添付すること。

１４ 不動産賃貸借契約書
(1) 医療施設（附帯事業所）を賃借する場合は、その賃貸借契約書（写）を添付すること。
(2) 借主は、「医療法人○○○　理事長○○○○」であること。
(3) 契約期間は、医業経営の継続性の観点から、１０年以上が望ましい。
(4) 個人開設の医療施設を法人に取り込むケースで、覚書にて借主を読み替える場合は、元の賃貸借契約書（写）と覚書（写）の両方を添付すること。
(5) 転貸等により、登記上の所有者と貸主が異なる場合は、所有者からの賃貸借契約書の写し（賃料はスミ塗りで可）、または所有者と貸主が異なることの状況説明書（所有者が記載事項について相違ないことを認める記述と記名押印が必要）も添付すること。

１５ 不動産賃借料の算出根拠説明書
(1) 社員又は役員、もしくはその親族からの賃借の場合は、賃借料が妥当であることの客観的説明書を添付すること。
ア　近隣の３か所の建物等の賃借料と比較し、賃借予定の賃料が参考物件の平均賃料の金額を下回ること。
イ　その他客観的な積算根拠に基づく金額。（所得税法基本通達の「役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算」等。）

１６ 管理者就任承諾書
(1) 管理者の要件を満たしていること。
ア　医師（歯科医師）であること。
イ　２か所管理でないこと。
ウ　常勤であること。
エ　理事であること。（若しくは管理者就任と同時に理事にも就任すること。）
(2) 印鑑登録してある実印の押印があること。

１７ 医師（歯科医師）免許証
(1) 管理者について添付すること。
(2) 再交付等により、免許証に裏書きがある場合は、裏面についても写しを添付すること。

１８ 履歴書
(1) 管理者について添付すること。
(2) 下記の理事欠格事由に該当していないこと。（その旨の記載を要する）
ア　成年被後見人又は被保佐人
イ　医事関係法令の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者
ウ　これらを除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

１９ 役員及び社員（設立者）の印鑑登録証明書
(1) 正本には必ず原本を添付する。
(2) 役員就任予定者及び社員（設立者）全員について添付する。
(3) 事前審査申請日の３か月以内かつ本申請時に6か月以内のものであること。

２０ 附帯業務に係る指定通知書（申請書）・契約書
(1) その業務を実施するにあたって知事等の指定（許可）が必要なものについては、指定通知書（若しくは指定申請書）の写しを添付すること。（例：介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業者指定書）
(2) 市等の委託に基づく業務については、契約書の写しを添付すること。（例：市町村が委託する病児・病後児保育事業の業務委託契約書）

２１ 設立後2年間（3年間）の事業計画
(1) 事業計画は予算に関連するので予算書と一致させること。
(2) 年度の期間は、法人の会計年度の期間と同一とすること。
(3) 申請月の属する年度を初年度とし、２年度分作成すること。ただし、新規施設の開設時期が２年度目になる場合は、３年度分作成すること。
(4) 当該年度に行おうとする事業計画、建築計画、物品購入計画、病床計画、資金計画、債務の弁済計画、職員採用計画、研修計画、収支見込等のうち該当するものを箇条書きすること。

２２ 設立後2年間（3年間）の予算書等
(1) 年度の期間は、法人の会計年度の期間と同一とすること。
(2) 申請月の属する年度を初年度とし、２年度分作成すること。ただし、新規施設の開設時期が２年度目になる場合は、３年度分作成すること。
(3) 新規施設が年度途中の開設になる場合は、その年度は、当該施設のみは開設月以降の収支とするが、他の施設は１２か月分の収支を計上すること。（ただし、土地購入費、建物建築費等、開設前に支出を要するものがある場合は、計上すること。）
(4) 「職員給与費」及び「役員報酬」については、内訳書を添付すること。
(5) 新設、既存を問わず、複数の施設がある場合は、施設ごとに収入・支出（及び内訳書）の表を作成すること。ただし、総括表は法人全体のものだけでよい。
(6) 新規施設の収支は、適正に見積もられていること。
ア　収入見込みは既存施設と比較して過大ではないか。
イ　施設を賃借する場合は、月々の賃料の他に敷金等の契約時のみの支出も計上されているか。
ウ　新規借入金がある場合は、その分の「支払利息」「借入元金返済」が計上されているか。
(7) 新規開設の場合は、２か月分以上の運転資金を確保していること。
ア　内部留保金による場合は、既存施設に前年度繰越金としてそれ以上の金額があるか。
イ　借入金による場合は、収入として計上し、かつ事業計画書に借入先と借入金額を記載すること。
(8) 繰越金はマイナスにはならないこと。マイナスになってしまう場合は、施設間の資金移動（繰入金・繰出金）や新規借入（借入金）によってプラスにすること。また、そのような資金注入を行う際は、事業計画書にその旨を記載すること。

２３ 変更の理由書
　各変更事項に関して、変更を要する事由と具体的にどのように変更するかを記載する。
　（例：新規診療所開設の場合　令和〇年〇月〇日に、〇〇診療所を〇〇県○○市○○区○○丁目〇番〇号に開設するため。）

２４ 法人の概要
(1) 新規開設に伴い管理者理事が増える場合は、増える予定の理事の横の空白に「（追加）」と記載する。
(2) 移転等に伴う変更事項がある場合は枠を２段書きにして記載する。
(3) 新規で開設する施設がある場合は横の空白部分に「新規」と記載する。
(4) 廃止する施設がある場合は横の空白部分に「廃止」と記載する。

２５ 医療施設・附帯事業所の廃止届
　保健所（福祉事務所等）に届け出た廃止届の写しを添付すること。

２６ 不動産全部事項証明書（不動産登記簿謄本）
事前審査申請日の３か月以内かつ本申請時に６か月以内のものであること。

２７ 原本証明
(1) 不要な事項は削ること。
(2) 正副ともに本申請時には理事長印の押印が必要。
